
 

（案） 

南知多町男女共同参画基本計画 
 

 

 

 

２０１３－２０１７ 

 
 
 
 

 
         南知多町 

平成２５年 月 

 
 

パブリックコメント 



目    次   

はじめに                  

第１章 計画策定にあたって             

１ 計画策定の趣旨          ・・・・・1 

２ 計画策定の背景            ・・・・・2 

第２章 計画の基本的考え方                

 １ 計画のめざす姿         ・・・・・3 

 ２ 基本目標             ・・・・・4 

 ３ 計画の体系            ・・・・・5 

第３章 計画の内容（基本計画）           

 基本目標１ 男女共同参画意識の向上  ・・・・・8 

 基本目標２ 社会参画の推進      ・・・・・12 

基本目標３ 健康・福祉の増進と暴力の根絶・・・16 

基本目標４ 職場の男女平等の確立   ・・・・・22 

基本目標５ 計画推進体制の確立    ・・・・・28 

 

資  料               ・・・・・30 

・計画策定体制 （男女共同参画プラン策定委員会・策定検討委員会） 
・根拠法令 （男女共同参画社会基本法 配偶者からの暴力防止及び被 

害者の保護に関する法律 ） 
・男女共同参画に関する意識調査       



1 
 

 

 
1975 年（昭和 50 年）に国連において「国際婦人年」が定めら

れ、以後、男女差別の撤廃と女性の地位向上に向けた取組みが推進

されています。 
 また、国内においては、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」

が制定され、更に平成 13 年には「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律」が施行されるなど、男女平等や女性の保

護に関する国際社会の取組みに連動した施策が推進されています。 
本町においては、平成 13 年の愛知県の「あいち男女共同参画プ

ラン 21」の策定を受け、人権擁護や男女平等意識の向上に努めて

きましたが、近年の少子・高齢化、人口減少の進展に加え、経済状

況・雇用環境の悪化など新たな課題に直面することとなりました。 
ここに、男女共同参画社会の形成について、認識を共有し、将来

に向けた取組みを総合的かつ計画的に推進するため基本計画を策

定し、男女がともにいきいきと輝く社会の実現を目指します。 
 
 
 

 
 

 
 
この計画は、第 6 次南知多町総合計

画に沿って、本町の目指す将来の姿を

実現するための指針となるものです。 
 計画の策定にあたっては、住民アン

ケート調査による住民意識の把握に

努めたほか、国の「男女共同参画基本

計画」及び県の「あいち男女共同参画

プラン２１」の計画内容に配慮してい

ます。 
 なお、この計画の一部は、「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律」（ＤＶ防止法）第２条

の３第３項に基づく基本計画として

位置づけます。 
 
 
 
 
この計画の期間は、平成 25 年度（2013
年度）を初年度とする平成 29 年度

（2017 年度）までの 5 年間とし、社

会情勢等の変化に応じて見直しを行

います。

計画策定の趣旨 

計画の位置づけ 

計画の期間 

第 1 章 計画策定にあたって 

１ 
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知多半島の南部に位置する南知多

町は、半島の先端と沖合いに浮かぶ篠

島と日間賀島からなり、昭和 36 年 6
月に5か町村の合併により誕生しまし

た。温暖な気候に恵まれた地域ですが、

古くは、たびたび深刻な水不足に見舞

われる土地柄でした。町村合併と時期

を同じくして、通水された愛知用水は、

住民生活の向上と農業を始めとする

産業の発展に大きく寄与することと

なりました。 
 本町では、大規模な農地造成が進め

られ、水稲を始めキャベツやトウモロ

コシなどが栽培されているほか、観葉

植物などの施設園芸も行われていま

す。 
また、県下最大の漁業拠点である豊

浜漁港や 2 つの離島を有し、漁業は、

本町の基幹産業のひとつとなってお

り、この魚介類を使った水産加工業が

盛んです。 
本町の特色としては、これら農漁業

を中心とした産業構造に加え、恵まれ

た景観を生かし、地元でとれる農産物

や海産物を提供する観光業の発展が

挙げられます。 
この地域の人口は、昭和 25 年をピ

ークに減少を続けており、平成 22 年

に行われた国勢調査によると、本町の

総人口は 20,549 人で、平成 17 年に比

べ 1,360 人、6.2％の減少となってい

ます。また、昭和 40 年に平均 4.61 人

であった 1 世帯あたりの世帯員は、平

成 22 年には 2.86 人となり、核家族化

が進んでいます。 
また、零細な事業所が大多数を占め

る本町においては、事業所数の減少が

続いています。平成 21 年の経済セン

サス基礎調査では、民営事業所数は

1,440 事業所となり、昭和 53 年から

およそ 30 年間で 397 事業所、22％減

少しました。 
本町が誕生して 50 年余りを経過し

ました。社会情勢や経済環境の大きな

変化を経て、地域の経済活力が減退す

る中、住民生活に輝きを取り戻し、い

きいきとした町の未来を描くために

も男女共同参画社会実現の取組みが

求められています。 
  
 
  

計画策定の背景 

南知多町の現状 

２ 
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南知多町の男女別年齢構成グラフ 

 
                                  資料：Ｈ22 国勢調査 

 
男女別就業者数 

 
                                   資料：Ｈ22 国勢調査 

男性 女性 9,948 人 10,601 人 

総人口 20,549 人 
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男女がともに認め合い 
いきいきと 暮らせる まち 

 
 
 
 

○男女の人権が尊重され、互いに認め合う社会 

 

○男女双方の考え方や意見が平等に反映され、活力に満ちた社会 

 

○あらゆる暴力が根絶され、いきいきと安心して暮らせる社会 

 

○仕事と家庭・地域活動を両立できる社会 

 

○行政と町民が力を合わせ協力する社会 

 

 

計画のめざす姿 

第 2 章 計画の基本的考え方 

１ 
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    男女共同参画意識の向上 

ともに認め合う意識づくり 

    社会参画の促進 

ともに進めるまちづくり 

    健康・福祉の増進と暴力の根絶 

ともに支えあう暮らしづくり 

    職場の男女平等の確立 

ともに働く環境づくり 

    計画推進体制の確立 

ともに進めるしくみづくり 

１ 

５ 

２ 

４ 

３ 

基本目標 ２ 
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男女共同
参画意識
の向上 

社会参画
の促進 

健康・福
祉の増進
と暴力の

根絶 

職場の男
女平等の

確立 

計画推進
体制の確

立 

男
女
が
と
も
に
認
め
合
い 

 
 
 

 
い
き
い
き
と 

暮
ら
せ
る
ま
ち 

男女共同参画社会の啓発 
人権教育の推進 

行政組織への参画 
地域活動への参加 

健康づくりの推進 
福祉の充実 
暴力の根絶と安全の確保 
 

雇用の男女平等の促進 
就業環境の整備 
仕事と家庭の調和 
 

計画推進体制の整備 
計画の進行管理 

【基本目標】 【計画のめざす姿】 【主要課題】 

計画の体系 ３ 
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実 施 施 策 

○委員就任要件の見直し 
○指導者養成セミナー参加の促進 
○性別によらない地域の役員登用の推進 
○ボランティア活動の支援・促進 
○自主防災会の設置推進 

○母性保護、妊娠出産時の健康管理の充実 
○母親の育児支援 
○母体の健全育成 
○介護予防事業の充実 
○老人クラブ幹部への女性の登用 
○障がい者自立支援の推進 
○福祉活動への男性の参加促進 
○関係機関との連携の強化 
○暴力相談窓口の充実 
○暴力根絶のための啓発 
○防犯灯の整備 
 

○育児休業制度等の普及・推進 
○女性の管理職登用 
○６次産業化プランナーの派遣 
○就労体験を通じた研修等の充実 
○男性の育児参加の促進と子育て環境の整備 
○子どもが安心して育つ環境整備 
○子どもを育てる環境整備 
○子育て支援に関する情報提供の充実 
 

○情報提供の充実 
○町職員の意識向上のための情報提供や研修の実施 
○男女共同参画社会に関する広報の充実 
○講座・セミナー等の開催 
○個性や能力を尊重した指導の推進 
○教職員の意識向上 
○学習機会の充実 

○国や県、他の自治体との情報交換の推進 
○事業所、民間団体との連携 
○計画の定期的な点検 
○町民意識調査の実施 
○住民との協働による事業の推進 
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主要課題 1-1 

男女共同参画社会の啓発 

 
【基本的な考え方】 
 長い期間にわたって築かれてきた性別に基づく固定的な役割分担

意識は、いまだ根強く存在しています。これらを解消し、男女共同参

画があらゆる立場や世代の人々にとって必要であるという認識を広

げるため、男女がともに認め合う意識づくりを進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状・課題】 
 本町では、第 6 次町総合計画におい

て、男女共同参画社会を実現するため、

町の将来の姿を「男女の人権が尊重さ

れ、豊かで活力ある地域社会を実現し、

生き生きと充実した日常生活をおく

っています」と定めました。また、こ

れまで広報紙等を活用した啓発や、情

報発信を行ってきました。 
しかし、住民を対象に行った意識調

査（注 1）では、「男女共同参画という

言葉を知っていましたか」という質問

に対して、男女ともに約半数の方が

「いいえ」と回答しています。男女共

同参画という概念が地域社会に浸透

していないことがうかがえます。 

今なお男女の役割を固定的に捉え

る意識が社会に根強く残っており、依

然として地域において女性が活躍で

きる機会が相対的に少なく、一層の啓

発活動を行っていく必要があります。 
  
【今後の施策】 
 男女共同参画社会の実現に向け、住

民の意識向上のため、より実践的な取

り組みを推進していくことが求めら

れます。 
 具体的対策として、町の施設におい

て、情報提供窓口を設け、男女共同参

画関連の情報提供を行います。また、

町広報紙やホームページを活用して

男女共同参画社会の啓発を活発に行

い、意識の向上に努めます。 
 
注1） 意識調査  平成 23 年度に男女共同参

画に関する町民の意識や実態を把握す

ることを目的とし、無作為に抽出した男

女各 500 名を対象に行った調査。 

 

男女共同参画意識の向上 

第 3 章 計画の内容（基本計画） 

基本目標 １ 
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 意識調査結果    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施施策      

 
 

 目標指標       

・男女共同参画社会に関する町広報紙掲載回数 

 

 現状値 
  年１回 
 （平成２４年度） 

 中間値（Ｈ２７） 
  年６回 

 目標値（H２９） 
   年６回 

施 策 施策の内容 推進課 

情報提供の充実 

 町の機関において、情報提供窓口やコーナーを設

け、男女共同参画関連の書籍、パンフレット、報告

書等による情報提供を行います。 

企画課 

町職員の意識向上の

ための情報提供や研

修の実施 

 率先して町職員の意識向上を図るための情報提

供や研修を充実します。 
企画課 

男女共同参画社会に

関する広報の充実  

 各種行政刊行物や町広報紙への連載記事の掲載

等により広報活動を充実します。 
企画課 

問 「男女共同参画」という言葉を知っていましたか。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

はい 177 42.6 92 45.3 85 39.9

いいえ 229 55.0 107 52.7 122 57.3

無回答 10 2.4 4 2.0 6 2.8

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

総計
性別

男性 女性区分
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【現状・課題】 
男女が性別にとらわれず、その個性

や能力を発揮できるためには、人権に

対する正しい理解を浸透させ、「女だ

から」とか「男だから」という固定的

観念に基づく制度や慣行を見直して

いく必要があります。 
 学校教育において、偏見や差別をな

くすため人権教育を推進しており、長

期的視野に立って男女平等意識の確

立に努めています。 
しかし、地域住民においては、依然

として男女役割分担意識（注 2）が根強

く残っており、女性の社会進出や地位

向上の妨げとなっています。さらに近

年においては、社会的・文化的性別で

あるジェンダー（注 3）による区別と差

別の違いや、性同一性障害など男女平

等や相互理解を巡る新たな認識と理

解が求められています。 
住民意識調査では、「男女共同参画」、

「ワーク・ライフ・バランス」（注 4）

について、「知らない」と答えた人が

半数を超えており、これらの概念が浸

透していないことがうかがえます。 
住民意識や行動、社会慣行の中に残

っている固定観念を解消するため、人

権や男女共同参画に関する教育を推

進するとともに、講座やセミナーなど

に町民が広く参加できる機会を設け

ていく必要があります。 
 

【今後の施策】 
家庭や地域社会における男女平等

意識の向上・定着を図るため情報提供

等に努めます。 
地域社会に残る固定的意識の改革

と古い慣行の見直しを進めるため、人

権に関する相談の実施とあわせて、町

広報紙やホームページなど多様なメ

ディアにより人権擁護活動について

の啓発を引き続き積極的に行ってい

きます。 
また、学校における人権や男女平等

について考える教育の機会を充実し、

次世代を担う児童・生徒の育成に努め

ます。 
 
注2） 男女役割分担意識  男性・女性で異

なる役割が与えられ、その役割の遂行

を期待する意識のこと。 

注3） ジェンダー  社会的・文化的に形成

された性別を「ジェンダー」と表現し、

生物的な性別である「セックス」とは

区別して使用される。 

注4） ワーク・ライフ・バランス  「仕事

と生活との調和」と訳され、「仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域

生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多

様な生き方が選択・実現できる」こと。 

主要課題 1-2 

人権教育の推進 
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 意識調査結果   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  実施施策     

 
 

   目標指標   

・男女共同参画に関する講座・セミナー等の開催回数と参加人数 

 
 

 現状値 
  年０回 ０人 
  （平成２４年度） 

 中間値（Ｈ２７） 
  年１回 ８０人 

 目標値（H２９）                                                                        

  年２回 １００人 

施 策 施策の内容 推進課 

講座・セミナー等の

開催 

 男女共同参画を推進するための講座・セミナー等

を開催し、住民理解を推進します。 
企画課 

個性や能力を尊重し

た指導の推進 

 現在、試験実施している男女混合名簿の導入検討

を行うなど、本人の個性や能力を尊重したキャリア

教育（進路指導）を行います。 

学校教育課 

教職員の意識向上 
 啓発パンフレットの配布等を通じて、教職員の男

女共同参画意識の向上を図ります。 
学校教育課 

学習機会の充実 
 道徳の授業や学級活動を充実し、男女の相互理

解・相互協力について学習する機会を充実します。 
学校教育課 

問 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っていましたか。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

はい 125 30.0 66 32.5 59 27.7

いいえ 272 65.4 128 63.1 144 67.6

無回答 19 4.6 9 4.4 10 4.7

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

総計
性別

男性 女性区分
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【基本的な考え方】 
 少子・高齢化の進展と人口減少が進む中、多様な人材が活躍する社

会が求められています。さまざまな視点と新たな発想が取り入れられ

ることにより、社会の活性化につながることが期待されます。 
 行政や地域社会などのあらゆる方針決定過程に多様な視点からの意

思が反映され、ともに責任を担っていけるよう女性の参画を促進し、

誰もが持てる能力を存分に発揮して、いきいきと活動できる環境づく

りに取り組みます。 
 
 

 

【現状・課題】 
 我が国では，「社会のあらゆる分野

において，2020 年までに，指導的地

位に女性が占める割合が，少なくとも

30％程度になるよう期待する。」とい

う目標（平成 15 年 6 月 20 日男女共同

参画推進本部決定）の達成に向けたさ

まざまな取組が行われてきました。 
しかし，政治、行政、経済をはじめ

多くの分野において、政策・方針決定

過程への女性の参画は十分ではなく、

男女共同参画社会基本法（平成 11 年

法律第 78 号）の制定から 10 年余りを

経過した現在もなお大きな課題とな

っています。 
 本町においても、町附属機関（注 5）

の女性委員登用率は 16.3％と低い割

合になっており、目標を定めて女性

の登用を進める必要があります。 
 
【今後の施策】 
女性の登用を困難にしていると考

えられる職務指定（特定の役職につ

いていることを委員就任の要件とし

ているもの）の見直しを図っていきま

す。 

また、多様な人材の確保のため、研

修の機会を充実し、参加を促進してい

きます。行政の内部においては、審議

会・委員会等の委員への推薦や選任に

あたり、様々な分野で活躍していただ

ける女性の登用を積極的に進めてま

いります。 

注 5） 附属機関  専門家や町民等の意見を行 

政運営に反映するため、法律や条例に基 

づいて設けられた、審査や調査、計画策 

定などを行う、審議会や委員会などの機 

関のこと。※平成24年度4月1日現在 総 

委員数 460 人（20 機関） 

社会参画の促進 

主要課題 2-1 

行政組織への参画 

基本目標 ２ 
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 意識調査結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施施策    

 

   目標指標   

・行政委員会(注 6)委員の女性登用率 

 
・附属機関（法令・条例設置）委員の女性登用率 

 

 

 現状値 
  ０％ 
  （平成２４年４月１日） 

 中間値（Ｈ２７） 
  １０％ 

 目標値（Ｈ２９） 
  ２０％                                         

 現状値 
  １６．３％ 
  （平成２４年４月１日） 

 中間値（Ｈ２７） 
  ２０％ 

 目標値（Ｈ２９） 
  ２５％ 

施  策 施策の内容 推進課 

委員就任要件の見直

し 

 審議会・委員会等委員への推薦や選任にあた

り、職務指定を見直し、女性の登用を積極的に推

進します。 

各課 

指導者養成のセミナ

ー参加の促進 

男女共同参画社会の実現に向けた指導者養成の

ための人材育成セミナーへの参加を促進します。 
企画課 

注 6）行政委員会（総委員数）  教育委員会（5）、選挙管理委員会（4）、監査委員（2）、 

農業委員会（12）、固定資産評価審査委員会（3） 

問 現代社会において、政治や経済分野で男女の地位に差があると思いますか。 

 

31.5  

25.6  

28.6  

39.9  

41.4  

40.6  

8.0  

16.7  

12.3  

0.4 

0.5  

0.5  

0.5  

0.2  

20.2  

15.3  

17.8  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

女性 

男性 

全体 

男性が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている 
差はない どちらかといえば女性の方が優遇されている 
女性が優遇されている わからない・無回答 

（平成 24 年度総委員数 26 人） 
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【現状・課題】 
「地域」は、家庭とともに最も身近

な暮らしの場であり、そこでの女性の

参画は、男女共同参画社会の実現にと

って欠くことのできない重要な課題

です。 
意識調査においても、「地域活動（区

会・ＰＴＡ等）において男女のどちら

が担うとよいと思いますか。（理想）」

という問いに対して、共同して分担す

ることが理想と答えた人が、65.9％に

上っています。その一方で、現実には、

共同して分担している人は 39.4％に

とどまっています。 
さらに、本町においては急速な高齢

化が進行しており、男女の理解と協働

の推進は、ますます強く求められてい

ます。 
地域におけるさまざまな活動への

男女双方の参画（地域おこし・まちづ

くり、ボランティア、防災などの分野

への参画）を促進し、女性の視点を反

映させた活動を展開することが必要

です。 

 
 
 

【今後の施策】 
本町では、地域および家庭での役割

に対して性別の固定観念が強く残っ

ている一方で、パートなどの仕事に就

いている女性も多く、家事と生業双方

の負担を抱えねばならない傾向にあ

ります。男女双方で行う地域活動への

参画意識の啓発を行いつつ、性別を問

わず参加しやすい活動体制と環境を

整えていきます。 
また、個人の意欲に応じたボランテ

ィア活動への参加を促すために、各団

体の活動状況、活動の受け入れ先等の

情報提供に努めるとともに、各種ボラ

ンティア講座の充実を推進していき

ます。 
防災活動については、女性の視点を

取り入れることができるようにする

ため、女性の参画する防災体制の構築

を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 

主要課題 2-2 

地域活動への参加 
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 意識調査結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施施策    

 

   目標指標   

・自主防災会の設置数（全３１地区中） 

 
 

 現状値 
  設置済地区数 ２７地区 
  （平成２４年度４月１日） 

 中間値（Ｈ２７） 
  ３１地区 

 目標値（Ｈ２９） 
  ３１地区 

施  策 施策の内容 推進課 

性別によらない地域

の役員登用の推進 

地域の各種団体役員について、性別によらず能力

と意欲に応じた登用を推進します。 
各課 

ボランティア活動の

支援・促進 

 個人の意欲・能力を活用できるような情報や機会

を提供し、ボランティア活動を支援・促進します。 
社会教育課 

自主防災会の設置推

進 

 女性の視点を反映した自主防災会を町内全地区に

設置します。 
防災安全課 

問 地域活動（区会・ＰＴＡ等）において男女のどちらかが担うとよいと思いますか。（理想） 

また、地域活動をしている方は、男女のどちらかが担っていますか。（現実） 

 

31.1  

17.8  

17.1  

22.3  

5.4  

4.8  

39.4  

66.9  

65.9  

7.2 

9.9  

12.2  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

配偶者有:現実 

配偶者有:理想 

理想    

主として男性 主として女性 共同して分担 わからない・その他・無回答 



16 
 

【基本的な考え方】 
 男女が互いの身体的性差を十分理解し合い人権を尊重しつつ、思い

やりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の形成にあたって

の前提となるものです。女性が心身ともに健康で、自分らしくゆとり

ある生活を送ることができるよう正しい知識や情報を提供します。 

また、女性を含む弱者への暴力は重大な人権侵害であり、克服すべ

き重要な課題です。あらゆる暴力を容認しない社会的認識の徹底や根

絶のための基盤整備とともに、防止対策や被害者支援など弱者に対す

る暴力の形態に応じた取り組みを幅広く総合的に推進します。

 
 

【現状・課題】 
 女性は、妊娠や出産も含め男性とは

異なる健康上の問題に直面します。そ

れぞれがライフステージに応じた健

康管理と健康づくりに取り組めるよ

う、女性特有の乳がん・子宮頸がんの

予防や、妊娠出産時の母性保護など女

性の健康づくりに努めます。 

 本町においては、未熟児等胎児への

悪影響が懸念される妊婦の喫煙率が

7.4％と、県平均 3.3％を大きく上回っ

ています。 

 

 

 

 

 

【今後の施策】 

マタニティーセミナー等でタバコ

の害について保健指導を強化してい

くとともに、小中学校においても健康

教育を充実して健全な母性の維持に

努めていきます。 

また、家庭における家族への禁煙教

育の推進と併せて公共施設において

は分煙を徹底し、妊婦の受動喫煙を防

止します。 

 核家族化に伴い負担が増している

母親の子育てについては、父親の育児

参加を促し、男性向けの子育てハンド

ブックの配布などにより育児支援に

努めます。 
  

健康・福祉の増進と 
暴力の根絶 

 

主要課題 3-1 

健康づくりの推進 

基本目標 ３ 
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   実施施策    

 
 

   目標指標    

・妊婦の喫煙率 

 
・子宮頸がん検診受診率 

 
・乳がん検診受診率 

 
 
注 7） 自己肯定感  「自分は大切な存在だ」「自分はかけがえのない存在だ」と思える心の状態。 

対義語は、「自己否定感」。 

 

 現状値 
  ７．４％ 
  （平成２２年度） 

 中間値（Ｈ２７） 
  ５％ 

 目標値（Ｈ２９） 
  ０％ 

 現状値 
  １１．８％ 
  （平成２３年度） 

 中間値（Ｈ２７） 
  ２０％ 

 目標値（Ｈ２９）     
  ３０％ 

 現状値 
  １２．４％ 
  （平成２３年度） 

 中間値（Ｈ２７） 
  ２３％ 

 目標値（Ｈ２９）     
  ３０％ 

施  策 施策の内容 推進課 

母性保護、妊娠出産

時の健康管理の充実 

 健康管理のための相談や小中学校と連携して健

康教育を引き続き実施します。 
保健介護課 

母親の育児支援 

 乳幼児健診、訪問指導・相談、育児講座などを継

続して実施し、子育ての不安を取り除きます。 

また、母親の自己肯定感（注 7）を高めるための支

援を引き続き実施します。 

保健介護課 

母体の健全育成 
子宮頸がん・乳がん等の検診や予防接種を実施

し、健康な母体づくりを推進します。 
保健介護課 
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【現状・課題】 
すべての人がいきいきと暮らし、社

会に参画できることが男女共同参画

社会の基礎ともなります。高齢者、障

がい者等の世帯が、安心して暮らせる

環境の整備が必要です。とりわけ長寿

命な女性にとっては、健康の維持と合

わせて高齢者の自立支援が、生きがい

を持って社会活動に参画できる重要

な要素となります。 
現在、町では高齢者が安心して暮ら

せるよう「緊急通報装置」の設置や見

守り支援の「配食サービス」を実施し

ています。また、障がい者等への支援

として、障害者自立支援法に基づく各

種障がい福祉サービス利用者への給

付を行っているほか、各種の交通費の

助成等を行っています。 
高齢者等の自立生活のための就労

斡旋については、シルバー人材センタ

ーで行っているものの業務内容に限

りがあり、十分とはいえない状況にあ

ります。 
また、高齢者の介護について、住民

意識調査では、74.8％の人が、社会全

体で「男女共同して分担するとよい」

と答えています。 

 
【施策の内容】 
性別にかかわらず高齢者や障がい

者が、生涯にわたって社会と関わり、

生きがいのある生活を送れるよう社

会全体で支える仕組みづくりを進め、

地域社会の中で、いきいきと安心して、

その人なりの自立した生活ができる

よう、現行サービスの充実に努めてい

きます。 
また、老人クラブにおける女性役員

の登用を促し、女性の視点を取り入れ

た事業展開を推進していきます。 
障がい者に対しては、町障がい者計

画・第 3 期障がい福祉計画を基本に、

支援・相談の充実を図り、地域と連携

して障がい者が自立して生活できる

環境づくりに努めます。 
 また、高齢者等の介護を男女が共同

して分担する意識づくりに努め、男性

の各種福祉活動への参加を促進しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 

主要課題 3-2 

福祉の充実 
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 意識調査結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施施策     

 
 

   目標指標   

・老人クラブ（単位クラブ）の女性会長数 

    

 現状値 
  ５２クラブ中０名 
  （平成２４年度） 

 中間値（Ｈ２７） 
  １名 

 目標値 （Ｈ２９） 
  ３名 

施  策 施策の内容 推進課 

介護予防事業の充実 
徒歩で参加できる距離での介護予防事業を実施

します。 
保健介護課 

老人クラブ幹部への

女性の登用 

福祉活動などに積極的に参加している女性の幹

部登用を促進します。 
保健介護課 

障がい者自立支援の

推進 

障がい者が地域で安心して生活できるよう、各種

福祉サービスの充実を図ります。 
福祉課 

福祉活動への男性の

参加促進 

サロンボランティア等福祉活動への男性の積極

的参加を促進します。 
保健介護課 

問 高齢者の介護において男女のどちらかが担うとよいと思いますか。（理想） 

また、高齢者の介護をしている方は男女のどちらが担っていますか。（現実） 

 

1.7  

0.9  

1.0  

42.0  

15.0  

12.7  

35.3  

74.2  

74.8  

21.0  

9.9  

11.5  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

配偶者有:現実 

配偶者有:理想 

理想    

主として男性 主として女性 共同して分担 わからない・その他・無回答 
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【現状・課題】 
男女共同参画社会は、人権の尊重を

基本として実現されます。 
配偶者からの暴力（DV）（注 8）やセ

クシュアル・ハラスメント（注 9）、ス

トーカー行為（注 10）などは、重大な人

権侵害行為であり犯罪行為です。 
しかし、中でも DV は未だに個人や

家庭の問題として、被害が潜在化しや

すい状況にあります。さらに、今後も

少子高齢化の進展に伴い、女性のみな

らず高齢者や障がい者などへの虐待

に対する対応も課題となっています。  
社会全体であらゆる暴力の被害者

の支援に努めることはもとより、関係

機関の緊密な連携によって、これらの

暴力の根絶と未然防止を図る必要が

あります。これらの暴力の被害者の多

くは、女性を含む弱者であり、その根

絶に向けて、社会全体で取り組んでい

かなければなりません。  
また、身体への暴力のみならず、個

人の尊厳を著しく傷つけるこれらの

暴力に対しては、あらゆる暴力を容認

しないという強い決意を社会全体で

共有するとともに、犯罪を未然に防ぐ

環境の整備をする必要があります。 

 
 
 

【今後の施策】 
暴力の根絶に向けて、町民一人ひと

りの意識啓発に努めていきます。また、

町内の各事業所への情報提供を行い、

社会全体で暴力の根絶に努めていき

ます。 
今後も地区区長や民生委員・児童委

員との連携を強化し、機会を捉えて情

報交換等を行い、早期発見と被害者へ

の支援に努めていきます。被害者から

の相談に対しては県、その他関係機関

と連携をとって迅速に対応していき

ます。 
 また、防犯灯の設置等を推進し、安

心・安全なまちづくりに努めます。 
 
注 8） 配偶者からの暴力（ＤＶ）  配偶者 

や恋人など親密な関係にある、又はあ 

った者から振るわれる暴力。身体的なも

の、精神的なもの、性的なものなど、様々

な形態が存在する。 

注 9） セクシュアル・ハラスメント  相手 

    の意に反した性的な性質の言動であり、 

特に雇用の場においては、「職場におい 

て行われる性的な言動に対する女性労 

働者の対応により、女性労働者がその労 

働条件につき不利益を受けること又は 

性的な言動により女性労働者の就業環 

境が害されること」とされている。 

注 10） ストーカー行為  同一の者に対し、つ 

    きまとい等を反復して行うこと。 

 

主要課題 3-3 

暴力の根絶と安全の確保 
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 意識調査結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施施策    

 

   目標指標    

・犯罪発生件数 

           

 現状値 
  １８１件 
  （平成２３年） 

 中間値（Ｈ２７） 
  １７０件以下 

 目標値（Ｈ２９） 
  １６０件以下 

施  策 施策の内容 推進課 

関係機関との連携の

強化 

 地区区長会、民生委員・児童委員等の関係機関と

の連携を強化し、暴力の根絶に向けた情報の共有に

努めます。 

福祉課 

保健介護課 

暴力相談窓口の充実 
 被害者からの相談や情報提供に対し迅速に対応

するための体制を整備します。 

福祉課 

保健介護課 

暴力根絶のための啓

発 

ＤＶ、虐待防止の広報掲載やパンフレットの配付

等により、暴力根絶のための、啓発活動を行います。 
企画課 

防犯灯の整備 

各地区において防犯灯の計画的な整備が図られるよ

う、設置費の一部を補助するなど、必要な支援を行い

ます。 

防災安全課 

問 恋人、配偶者、パートナーなどから暴力や精神的な嫌がらせ（DV）を受けたことがありますか。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

ある 23 5.5 5 2.5 18 8.5

ない 365 87.7 186 91.6 179 84.0

わからない 14 3.4 5 2.5 9 4.2

その他・無回答 14 3.4 7 3.4 7 3.3

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

総計
性別

男性 女性区分
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【基本的な考え方】 
 将来にわたって活力のある社会をつくっていくには、男女がともに仕

事と家庭生活、地域活動の調和のとれた活動を展開していくことが必要

です。 

そのために住民や企業における理解と合意形成を図り、ワーク・ライ

フ・バランスの考え方に沿って、育児や介護等に携わる家族の支援など

社会基盤の整備を進めます。 

 

 

 

【現状・課題】 
女性の多くが、結婚、出産、子育て

などで仕事から離脱する機会が依然

として多く、子育て後の再就職は厳し

い状態にあります。また、再就職後は

非正規職員となる場合が多く、女性の

継続的な職業キャリア形成を難しく

しています。住民意識調査では、「女

性が職業（農業・漁業・自営業等の家

族従事者を含む）をもつことについて、

どうお考えですか」という問いに対し

て、「子どもができたら退職し、大き

くなったら再び就職する方がよい」と

答えた女性が半数近くを占めており、

子育て後に職場復帰を強く望む声が

多いことが分かります。 

女性と男性が等しく働く機会を得て、

生活との調和を保つワーク・ライフ・

バランスの実現には、職場や配偶者の

理解と協力が必要です。 

 

【今後の施策】 

 採用や処遇について、男女の雇用機

会均等と格差の是正を促し、男女共同

参画社会の実現に向けた正しい理解

を促していきます。 

 また、町においても職場での男女平

等意識の定着を図るとともに、育児休

業制度やフレックスタイム制度（注 11）

などの普及に努め、仕事と家庭の調和

のとれたライフスタイルを支援して

いきます。 
また、町の管理職について、性別に

とらわれず、能力や適性に応じた女性

の登用を推進していきます。 
 

注 11） フレックスタイム制度  労働基準法 

改正で認められた勤務形態。週あるいは

月間の所定労働時間をこなすことを条件

に、1 日のうち自由な時刻に出社及び退

社できる企業の労働時間管理制度。 

職場の男女平等の確立 

主要課題 4-1 

雇用の男女平等の促進 

基本目標 ４ 
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 意識調査結果  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   実施施策    

 
 

   目標指標    

・町職員男性の育児休業等取得者数 

 
町一般職男性職員数（平成２４年４月１日現在）１０７名 

育児休業等…育児休業、部分休業、育児短時間勤務制度、配偶者出産休暇等 

 現状値 
  ２人 
  （平成２３年度）    

 中間値（Ｈ２７） 
  ３人                      

 目標値（Ｈ２９） 
  ５人 

施  策 施策の内容 推進課 

育児休業制度等の普

及・推進 

育児休業制度やフレックスタイム制度などの導

入、普及に努めます。 

総務課 

産業振興課 

女性の管理職登用 町における女性管理職の登用を推進します。 総務課 

問 女性が職業（農業・漁業・自営業等の家族従事者を含む）をもつことについて、 

どうお考えですか。 

 

5.6  

5.4  

5.5  

5.2  

8.4  

6.7  

32.4  

29.6  

31.0  

47.9  

39.4  

43.8  

1.0  

0.5  

3.8  

9.8  

6.7  

5.1  

6.4  

5.8  

女性 

男性 

全体 

結婚するまでは、職業をもつ方がよい 
子どもができるまでは、職業をもつ方がよい 
子どもができても、ずっと職業をもち続ける方がよい 
子どもができたら退職し、大きくなったら再び就職する方がよい 
女性は、職業をもたない方がよい 
わからない 
その他・無回答 
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【現状・課題】 
 少子・高齢化の進展と人口の減少す

る中、女性の社会進出は、地域の経済

活動に必要なものとなっています。特

に、後継者が不足している第１次産業

において、女性の果たす役割は重要性

を増しています。 
 本町では、農業や漁業、水産加工業

などにおいて、女性の就労が幅広く見

られますが、補助的な作業に従事する

ことが多く、女性経営者はきわめて少

ない状況にあります。 
 女性の就労機会を確保するため、男

女を問わず多様な働き方が選択でき

る環境を整備していく必要がありま

す。また、女性の経営参画を推進して

いく必要があります。 
  

【今後の施策】 
男性と女性がともに働く職場にお

ける男女共同参画を実現するため、町

内事業所への啓発を行い、各種情報提

供を行います。町では、職員によるセ

クシャルハラスメントやパワーハラ

スメント（注 12）の防止に努め、職員研

修を充実するとともに、情報提供を行

い職員の意識啓発に努めます。 

事業所における女性が働きやすい

職場環境の整備に向け、女性の視点

と感性を企業経営に生かし、経営参

画を促進するための意識啓発を行う

とともに、国や県と連携して女性に

よる企業経営を支援します。 
 
注 12） パワーハラスメント  会社などで職権 

などの差を背景に、業務を超えて継続的 

に人格と尊厳を傷つける言動。そのよう 

な言動により、就労者の働く環境を悪化 

させる、あるいは就労者に雇用不安を与 

える行為のこと。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

主要課題 4-2 

就業環境の整備 
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 意識調査結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   実施施策   

 

 

施  策 施策の内容 推進課 

女性の就業機会の確

保 

６次産業化プランナー（注 13）の派遣などを活用

し、女性の就労機会の拡大を図ります。 
産業振興課 

就労体験を通じた研

修等の充実 

先進農家、ＪＡ及び漁協等と連携して、就労体験

や研修の充実に努め、新規の就労を支援します。 
産業振興課 

男性の育児参加の促

進と子育て環境の整

備 

 託児ボランティアの活用や、関係機関と連携した

男性の育児参加等の普及・啓発を強化します。 
保健介護課 

注 13） ６次産業化プランナー  地域の特色ある農林水産物などの資源を有効に活用して、新たな付加価値を生み 

出し、地域を発展・活性化させるため、農林漁業（１次産業）と製造業（２次産 

業）、小売業（３次産業）を融合する６次産業化における課題に対応できる専門家。 

問 現在の婚姻状況にかかわらず、配偶者の就業状況について、望むのは次のどれですか 

 

 

 

 

11.3  

2.5  

7.0  

3.7  

30.0  

16.6  

74.2  

58.6  

66.6  

10.8  

8.9  

9.8  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性  

男性  

全体  

仕事重視 家庭重視 仕事・家庭の両立 わからない・無回答 

問 男性が担う傾向にある仕事、地域活動に女性が参加することについて、どうお考えですか。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4  

19.7  

18.0  

63.9  

70.0  

66.8  

7.0  

3.4  

5.3  

0.5  
5.6  

3.4  

4.6  

6.6  

3.5  

5.0  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性 

男性 

全体 

是非必要 ある程度必要 あまり必要でない 
全く必要でない どちらとも言えない わからない・無回答 

0.3 
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【現状・課題】 
これからを生きる子どもたちが豊

かな自然の中で元気にのびのび育ち、

いつまでも住み続けることができる

環境、親子をやさしく見守れる環境、

こうした環境づくりのためにも、男女

共同参画があらゆる立場や世代の

人々にとって必要であるという認識

を広げ、いっそうの参画意識の向上が

必要です。 
住民意識調査の結果では、職場・家

庭・社会活動について、家庭内でそれ

ぞれ男女どちらが担っているかを検

証した調査結果では、家事、子育て、

介護は主として女性、生活費の確保、

地域活動、最終的な決定権は男性でし

た。 
子育てについては、56.5％の方が主

として女性が分担していると答えた

のに対し、主として男性が分担してい

ると答えたのはわずかに 1.1％でした。 
近年、進行する少子化は、本町にお

いても例外ではなく、子どもたち自身

や子どもたちを取り巻く社会環境に、

様々な影響を及ぼしています。本町の

人口は年々減少傾向にあり、年齢別 3
区分における推移では、年少人口と生

産年齢人口は減少傾向、高齢者人口は

増加傾向にあります。子どものいる世

帯で祖父母同居は少なくなり、一方で

一人親世帯が増加しています。 
著しい少子化傾向の中にあって、子

育ての分担と負担軽減は大きな課題

です。 
 
【今後の施策】 
意識調査でも「女性が担う傾向にあ

る子育て、家事、高齢者の介護に男性

が参加することについて、どうお考え

ですか」の問いに、男性に比べ、女性

が是非必要と答える率が高く、女性が

子育てなどをするという考えが根強

く残っています。 
 今後は、ワーク・ライフバランスの

考え方に沿って、意識の啓発に努める

とともに、育児休業制度の普及など仕

事と生活の両立支援のための実践的

な施策を通して出生率の向上にも努

めます。 
 
 
 
 
 
 
 

主要課題 4-3 

仕事と家庭の調和 
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 意識調査結果  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施施策   

 
 

施  策 施策の内容 推進課 

子どもが安心して育

つ環境整備 

 子育て支援センターや保育所において、子どもが

安心して育つ環境整備に努めます。 
福祉課 

子どもを育てる環境

整備 

 子育てが楽しいと感じられる行事の開催などを

通じて、情報提供を行います。 

福祉課 

社会教育課 

子育て支援に関する

情報提供の充実 

 広報やＨＰ、配信メールを利用して子育て支援に

関する情報提供や制度普及に努めます。 

企画課 

福祉課 

問 次の役割において男女のどちらかが担っていますか。（現実）※配偶者がいる方のみ

 

 

 

 

62.7  

31.1  

1.7  

1.1  

0.2  

61.0  

5.4  

22.3  

42.0  

56.5  

63.0  

8.8  

24.5  

39.4  

35.3  

42.4  

32.7  

25.2  

7.4  

7.2  

21.0  

4.1  

5.0  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

最終的な 
 決定権 

地域活動 

高齢者の 
  介護 

子育て   

家事  

生活費の 
  確保 

主として男性 主として女性 共同して分担 わからない・その他・無回答 
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主要課題 5-2 

計画の進行管理 

 
【基本的な考え方】 
 この計画を総合的かつ計画的に推進するには、各事業を的確に実施

していく体制の整備とともに、あらゆる場面において、男女の差なく

参画できる環境への配慮が必要です。計画のめざす目標を行政、町民、

事業者など多様な主体に周知し、連携と協働により計画の実現に努め

ます。 

 

 

 
 

 男女共同参画社会の実現に向けた

計画の確実な実施のため、行政組織内

で認識を共有し、計画推進体制の強化

を図っていく必要があります。 
また、行政のみならず広く町民や事

業所の理解と協力が不可欠です。 
国や県、他の自治体の動向を踏まえ、

情報の収集に努めます。行政組織内の

各部署において男女共同参画を積極

的に推進する体制を整備し、事務事業

のあらゆる場面で、女性の視点に配慮

した事業実施ができる体制を構築し

ていきます。 
町職員の研修機会を充実するとと

もに住民等を対象とする講演会・セミ

ナー等を開催し、計画に対する理解を

深め住民と行政の協働を進めます。 
また、事業所、民間団体等との連携

と協力を進め、地域全体で男女共同参

画の推進に努めます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
計画を着実に推進するため、施策の

実施状況を把握し、定期的に点検して

主要事業の進捗状況の把握に努めて

いきます。 
また、社会情勢の変化を的確に捉え、

対応するため、計画期間の中間年を目

途に町民意識の調査・分析を行い、必

要により計画の見直しを行います。 
 

計画推進体制の確立 

主要課題 5-1 

計画推進体制の整備 

基本目標 ５ 
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  実施施策   

 
 
 

施  策 施策の内容 推進課 

国や県、他の自治体

との情報交換の推

進 

国や県、他の自治体との男女共同参画社会の実現の

ための情報交換を行います。 
企画課 

事業所、民間団体等

との連携 

事業所、民間団体等と連携し、男女共同参画推進に

関する活動支援や意識啓発の一層の推進を図ること

により、地域における推進体制を強化します。 

企画課 

計画の定期的な点

検 

計画の内容について、施策の推進状況などの定期的

な点検を行います。 
企画課 

町民意識調査の実

施 

計画期間の中間年を目途に進歩状況と合わせて町

民意識の調査、分析を行います。 
企画課 

住民との協働によ

る事業の推進 

住民と行政の協働により、計画実現のための具体的

な事業を検討します。 
企画課 
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南知多町男女共同参画プラン策定委員会設

置要綱 
 
 （設置） 
第１条 男女共同参画社会の実現を目指し、本町 
に即した男女共同参画プラン（以下「プラン」

という。）を策定するため、南知多町男女共同

参画プラン策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 
 

 （所掌事務） 
第２条 委員会の業務は、次のとおりとする。 
（１） 南知多町における男女共同参画の実情 

を検討する。 
（２）  町長の諮問に応じ、プランに関し必要 

な審議及び調整を行う。 
 

 （組織） 
第３条 委員会は、委員１３人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱

する。 
（１） 町議会関係者 
（２） 女性団体関係者 
（３） 区長連合会関係者 
（４） 教育関係者 
（５） 漁業関係者 
（６） 農業関係者 
（７） 商工業関係者 
（８） 福祉関係者 
（９） 公募により選考された者 

 
  
 
 
 
（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長各１名を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出す

る。 
３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、 
副会長がその職務を代理する。 

 
 （会議） 
第５条 委員会は、会長が招集する。 
２ 会長は、必要があると認めたときは、委員以 
外の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成 
立し、出席者の半数以上の同意をもって決する。 

 
 （任期） 
第６条 委員の任期は、第２条の所掌事務が終了 
するまでとする。 

 
 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は、企画情報課にて処理す 

る。 
 
 （雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事 
項は、会長が別に定める。 

 
   附 則 
この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。

１．南知多町男女共同参画プラン策定委員会 
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男女共同参画プラン策定委員名簿           敬称略 

 

 

 

 

 

職 名 氏   名 備   考 

会 長 鳥居 恵子 町議会関係者 

副会長 内藤 宗充 福祉関係者 

委 員 吉原 一治 町議会関係者 

〃 鈴木美智子 女性団体関係者 

〃 中村 修見 〃 

〃 松本のぞみ 〃 

〃 藤井 満久 区長連合会関係者 

〃 永井 孝夫 教育関係者 

〃 大田 明人 漁業関係者 

〃 山下多喜子 農業関係者 

〃 横田 雄重 商工業関係者 

〃 若杉久美子 公募により選考された者 

〃 奥川 隆政 〃 
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男女共同参画プラン策定検討委員会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 南知多町における男女共同参画の

実情を調査、研究し、本町に即した推進

計画を策定するため男女共同参画プラン

策定検討委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

 

（業 務） 

第２条 委員会の業務は、次のとおりとする。 

（１） 本町における男女共同参画の実情を調 

査、研究する。 

（２） 本町に即した男女共同参画について調 

査、研究する。 

（３） 男女共同参画推進計画及び行政の組 

織・役割について調査、研究する。 

（４） 男女共同参画プラン案を作成、検討す 

る。 

（５）その他男女共同参画に関する事項を協議、 

検討する。 

 

（組 織） 

第３条 委員は、総務課、防災安全課、企画課、

地域振興課、建設課、産業振興課、住民課、福

祉課、保健介護課、学校教育課、社会教育課か

ら選出し組織する。委員構成は、別紙を参考に

する。 

  

（任 期） 

第４条 任期は平成２５年３月３１日までとす 

る。 

 

 

 

 

 

 

２ 委員が人事異動等により課を異動した場合

は、所属長の推薦により後任者を選出する。 

 

（委員長） 

第５条 委員長は、企画課長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理する。ただし、委員長

不在のときは、委員長の指名する職員が代行す

る。 

 

（委員会） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員

以外の者の出席を求めることができる。 

 

（庶 務） 

第７条 委員会の庶務は、企画部企画課において 

処理する。 

 

（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事

項は、委員長が別に定める。 

 

   附  則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

    

附  則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

    

２．南知多町男女共同参画プラン策定検討委員会 
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男女共同参画プラン策定検討委員名簿（２３年度）   敬称略 
職 名 所属 委員氏名 
委 員 長 企画情報課 平山 康雄 

委 員 総 務 課 相川  徹 
〃 〃 杉本 真由 

〃 建 設 課 山本 有里 

〃 農業水産課 伊藤友規美 
〃 商工観光課 鈴木 誠 

〃 住 民 課 加藤満理子 

〃 福 祉 課 大久保美保 
〃 保健介護課 伊藤 恵子 

〃 〃 石橋 暁登 

〃 学校教育課 見張 利夫 
〃 社会教育課 石黒 欽也 

〃 企画情報課 森下眞夕子 

事務局 〃 柴田 幸員 
〃  〃 飯田 順子 

 
男女共同参画プラン策定検討委員名簿（２４年度）   敬称略 
職 名 所属 委員氏名 

委 員 長 企 画 課 林  昭利 

委 員 総 務 課 相川  徹 

〃 防災安全課 百合草文哉 

〃 建 設 課 大岩 幹治 

〃 産業振興課 相川 久紀 

〃 〃 鈴木  誠 

〃 住 民 課 飯田 順子 

〃 福 祉 課 大久保美保 

〃 保健介護課 伊藤 恵子 

〃 〃 石橋 暁登 

〃 学校教育課 伊藤友規美 

〃 社会教育課 杉本 真由 

〃 地域振興課 坂下眞夕子 

事務局 企 画 課 田中 嘉久 

〃  〃 宮地 由理 
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目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八

条） 

附則  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

 

 

 
第１章 総則  

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。  

 
（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に

提供することをいう。  

 
（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他の

３．男女共同参画社会基本法 
（平成１１年６月２３日法律第７８号） 

http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#0
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#1
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#2
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#2
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#3
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#3
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html#4
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男女の人権が尊重されることを旨として、行われ

なければならない。  

 
（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな

るおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。  

 
（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。  

 
（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならな

い。  

 
（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。  

 

（国の責務） 

第８条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含

む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する。  

 
（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。  

 
 （国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように

努めなければならない。  

 
（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

 
（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか

にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。  
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第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社 

会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会 

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的 

に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。  

 
（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に 

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す 

る施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に 

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する 

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要 

な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「市町村男女

共同参画計画」という。）を定めるように努めなけ

ればならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。  

 
（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。  

 
（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。  

 
（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。  

 
（調査研究） 
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第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。  

 
（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。  

 

 
第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。  

 

 
（所掌事務） 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三 

項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は 

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の 

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政 

策及び重要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、 

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び 

関係各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促 

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府 

の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響 

を調査し、必要があると認めるときは、内閣総 

理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ 

と。  

 
（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員二十四人以内をも

って組織する。  

 
（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

 
（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内 

閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を 

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する 

者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

 
（議員の任期） 

第 26 条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年

とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが
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できる。  

 
（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために 

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に 

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の 

提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め 

ることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必 

要があると認めるときは、前項に規定する者以外 

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。  

 
（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織 

及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事 

項は、政令で定める。  

 
附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律 

第七号）は、廃止する。  

 
附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律 

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。  

 （施行の日＝平成十三年一月六日）  

 
一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、

第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 

公布の日  

 
（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その

他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の

任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定め

たそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満

了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定め経過措置） 

第 30 条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十

号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

  （以下略） 
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（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な方針  

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施内容に関する事項  

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は

市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

 

 

 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるも

のとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 

一  被害者に関する各般の問題について、相談

に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を

行う機関を紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。  

三  被害者（被害者がその家族を同伴する場合

にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）    

４．配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律 
（平成１３年４月１３日法律第３１号） 
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の緊急時における安全の確保及び一時保護を

行うこと。  

４  被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

５  第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。  

６  被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら

行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。 
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Ⅰ 調査目的 

男女共同参画に関する町民の意識や実態を把握するとともに、町の施策の検討及び計画の基礎資

料とするため。 

 

Ⅱ 調査項目 

・男女共同参画について 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について 

※具体的な調査項目については、「Ⅵ 調査用紙」を参照してください。 

 

Ⅲ 調査設計 

（１）調査地域   南知多町全域 

（２）調査対象者  平成 23年 10月末日現在、南知多町に居住している満 20歳以上 79歳以下の

無作為に抽出した男女各 500名（計 1,000名） 

（３）調査期間   平成 23年 11月 14日（月）から平成 23年 12月 7日（水）まで 

（４）調査方法   調査票による本人記入方式 

         郵送配布・回収による郵送調査方式  

※回収については、役場又は各サービスセンターへの提出

Ⅳ 回収結果 

有効 無効

1,000 421 416 5 579

100% 42.1% 41.6% 0.5% 57.9%

未回収回答数配布数

 

※白紙、性別、年代不明は無効とした。 

 

    Ⅴ 意識調査結果の見方 

       比率はすべてパーセントで表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出しましたので、 

合計が 100％にならない場合があります。 

５．男女共同参画に関する意識調査 
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Ⅵ 調査用紙 
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１．ご自身のことについて  

問１ 性別   １．男  ２．女  
 

問２ 年齢   

 

１．２０歳代  ２．３０歳代  ３．４０歳代  

４．５０歳代 ５．６０歳代 ６．７０歳代 

問３ お住まいの地区   

 

１．内海 ２．山海  ３．豊浜 ４．豊丘  ５．大井 

６．片名 ７．師崎 ８．篠島  ９．日間賀島 

問４ 職業 （記入日現在） 

 

※２つ以上仕事をお持ちの

方は主なものをお答えく

ださい。 

 

※産休・育休の方も働いてい

るとみなしてください。 

番号に○をつけてください。 

自
営
業 

１．農業 

２．漁業 

３．飲食・宿泊業 

４．製造業 

５．上記以外の自営業 

家
族
従
事
者 

９．農業 

１０．漁業 

１１．飲食・宿泊業 

１２．製造業 

１３．上記以外の業種 

勤
め 

６．常勤 

７．パート、アルバイト 

８．内職 

無
職 

１４．主婦・主夫のみ 

１５．学生 

１６．その他の無職 

（年金生活者、失業中など） 

問５ 家族構成  

 

１．単身（ひとり）  ２．１世代（夫婦のみ）  ３．２世代（親と子）  

４．３世代（親と子と孫）  ５．その他（                       ） 

問６ 婚姻状況 

 

１．既婚      ２．結婚していたが死別・離婚 

３．未婚            

 

(1)18 歳以下の子どもの有無 １．いる  ２．いない  
 

(2)配偶者の職業 

 

※既婚の方のみ 

 

 

    。 

  １．常勤   ２．パート、アルバイト       ３．内職 

 

１．自営業 

２．家族従事者 

３．勤め     → 

４．無職 

２．男女共同参画について  

問 7 「男女共同参画」という言葉を知

っていましたか。   
１．はい  ２．いいえ  

 

問 8 「男は仕事、女は家庭」という考

え方についてどう思いますか。  
 

１．賛成  ２．どちらかといえば賛成  ３．どちらかといえば反対  

４．反対 ５．わからない  

※勤めの方は、雇用形態もお答えください 
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問 9 現在の婚姻状況にかかわらず、

配偶者の就業状態について、望むのは

次のどれですか。   
 

１．仕事重視  ２．家庭重視  

３．仕事・家庭の両立  ４．わからない  

問 10 恋人、配偶者、パ-トナーなどか

ら暴力や精神的な嫌がらせ（ＤＶ）を受

けたことがありますか。 

※上記のことを「ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）」と言います。） 

１．ある ２．ない 

３．わからない  ４．その他（               ）  

 

問 11 次の役割において男女のどち

らが担うとよいと思いますか。  (理想) 

１ ２ ３ ４ 

主として男性 主として女性 共同して分担 
わからない、 

その他 

(1)生活費の確保 １ ２ ３ ４ 

(2)家事（食事、掃除、洗濯等）  １ ２ ３ ４ 

(3)子育て １ ２ ３ ４ 

(4)高齢者の介護 １ ２ ３ ４ 

(5)地域活動（区会、ＰＴＡ等） １ ２ ３ ４ 

(６)家庭の問題における最終的な 

決定権 
１ ２ ３ ４ 

問 12 次の役割において男女のどち

らが担っていますか。    (現実) 

※配偶者のいる方のみ 

１ ２ ３ ４ 

主として男性 主として女性 共同して分担 
わからない、 

その他 

(1)生活費の確保 １ ２ ３ ４ 

(2)家事（食事、掃除、洗濯等）  １ ２ ３ ４ 

(3)子育て 

※子育て（１８歳以下）している方のみ 
１ ２ ３ ４ 

(4)高齢者の介護 

※高齢者の介護をしている方のみ 
１ ２ ３ ４ 

(5)地域活動（区会、ＰＴＡ等） 

※地域活動をしている方のみ 
１ ２ ３ ４ 

(6)家庭の問題における最終的な決定権 １ ２ ３ ４ 
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問 13 現代社会において、次の各分野

で男女の地位に差があると思います

か。 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

男
性
が
優
遇
さ
れ

て

い

る 

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
男
性
の
方
が
優

遇

さ

れ

て

い

る 

差

は

な

い 

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
女
性
の
方
が
優

遇

さ

れ

て

い

る 

女
性
が
優
遇
さ
れ

て

い

る 

わ

か

ら

な

い 

(1)家 庭 生 活  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(2)学 校 教 育 の 場  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(3)政 治 や 経 済 分 野   １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(4)法 律 や 制 度  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(5)社 会 観 念 、 し き た り    １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(6)地 域 活 動（ 区 会 、Ｐ Ｔ Ａ 等 ）  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(7)就 業 ・ 雇 用    １ ２ ３ ４ ５ ６ 

問１４ 女性が担う傾向にある子育

て、家事、高齢者の介護に男性が参加

することについて、どうお考えですか。  

１．是非必要 ２．ある程度必要 ３．あまり必要でない 

４．全く必要でない ５．どちらとも言えない ６．わからない 

問 15 男性が担う傾向にある仕事、地

域活動に女性が参加することについ

て、どうお考えですか。  

１．是非必要 ２．ある程度必要 ３．あまり必要でない 

４．全く必要でない ５．どちらとも言えない ６．わからない 

問 16 今後、男女ともに家事、子育て、

高齢者の介護、仕事、地域活動への積

極的な参加を促していくためには、次

のどのようなことが必要あるいは重要

になると思いますか。 

１． 意識改革  

２． 家族間でのコミュニケーション  

３． 労働環境の改善  

４． 福祉サービス（保育所、学童、介護施設など）の充実  

５． 子どものころからの教育  

６． 社会制度の改革  

７． 知識を身につけるための研修や講座の充実  

８． 今のままでよい  

９． わからない  

１０． その他（具体的に                             ） 

問 17 女性が職業（農業・漁業・自営

業等の家族従事者を含む）をもつこと

について、どうお考えですか。 

１． 結婚をするまでは、職業をもつ方がよい  

２． 子どもができるまでは、職業をもつ方がよい  

３． 子どもができても、ずっと職業をもち続ける方がよい  

４． 子どもができたら退職し、大きくなったら再び就職する方がよい  

５． 女性は、職業をもたない方がよい  

６． わからない  

７． その他（具体的に                            ）  

あ な た の 意 見 に も っ と も 近 い も

の を ２ つ ま で 選 ん で く だ さ い 。  

あ な た の 意 見 に も っ と も 近 い も

の を １ つ 選 ん で く だ さ い 。  
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３．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について  

問 18「ワーク・ライフ・バランス」と

いう言葉を知っていましたか。  
１．はい ２．いいえ  

 

問 19 仕事と仕事以外の生活のバラ

ンスについて、あなたの希望に近い

ものはどれですか。   

１．仕事を優先したい  ２．仕事以外の生活を優先したい  

３．どちらとも言えない  ４．その他（                 ） 

問 20 あなたは、現在仕事と仕事以外

の生活のバランスがとれています

か。              ※仕事をしている

方のみ 
 

１．とれている  ２．仕事に偏っている 

３．仕事以外の生活に偏っている  ４．その他（                  ） 

 

仕事をしている理由は何ですか。 
１． 生活の確保  

２． 生きがい、楽しみ  

３． 自分の成長  

４． 社会貢献  

５． その他（具体的に                            ）  

お 住 ま い の 地 域 で 、男 性 と 女 性  

を 差 別 し て い る よ う な 習 慣 や し

き た り が あ り ま し た ら 、 具 体 的

に ご 記 入 く だ さ い 。  

 

男 女 共 同 参 画 に お け る 意 見 な

ど あ り ま し た ら ご 記 入 く だ さ

い 。  

 

 

 

 

 

あ な た の 意 見 に も っ と も

近 い も の を １ つ 選 ん で く

だ さ い 。  
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Ⅶ．意識調査 結果 

 

１． ご自身について 

問１ 性別 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

416 100.0 203 48.8 213 51.2

総計 男性 女性

 

 

 

問２ 年齢 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

20歳代 29 7.0 17 8.4 12 5.6

30歳代 38 9.1 15 7.4 23 10.8

40歳代 62 14.9 33 16.3 29 13.6

50歳代 90 21.6 41 20.2 49 23.0

60歳代 111 26.7 53 26.1 58 27.2

70歳代 86 20.7 44 21.7 42 19.7

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

区分
総計

性別

男性 女性

 

 

 

問３ お住まいの地区 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

内海 107 25.7 48 23.6 59 27.7

豊浜 132 31.7 65 32.0 67 31.5

師崎 109 26.2 55 27.1 54 25.4

篠島 26 6.3 12 5.9 14 6.6

日間賀島 37 8.9 21 10.3 16 7.5

無回答 5 1.2 2 1.0 3 1.4

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

区分
総計

性別

男性 女性
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問４ 職業 （記入日現在）  ※2 つ以上仕事をお持ちの方は主なものをお答えください。 

※産休・育休の方も働いているとみなしてください。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

農業 15 3.6 11 5.4 4 1.9

漁業 28 6.7 27 13.3 1 0.5

飲食・宿泊業 12 2.9 6 3.0 6 2.8

製造業 3 0.7 2 1.0 1 0.5

上記以外の自営業 38 9.1 24 11.8 14 6.6

常勤 99 23.8 67 33.0 32 15.0

パート、アルバイト 61 14.7 17 8.4 44 20.7

内職 1 0.2 0 0.0 1 0.5

農業 11 2.6 1 0.5 10 4.7

漁業 13 3.1 3 1.5 10 4.7

飲食・宿泊業 5 1.2 0 0.0 5 2.3

製造業 5 1.2 1 0.5 4 1.9

上記以外の業種 16 3.8 2 1.0 14 6.6

主婦・主夫のみ 33 7.9 1 0.5 32 15.0

学生 6 1.4 4 2.0 2 0.9

その他の無職 66 15.9 35 17.2 31 14.6

4 1.0 2 1.0 2 0.9

416 100.0 203 100.0 213 100.0

自
営
業

区分
総数

性別

男性 女性

勤
め

家
族
従
事
者

無
職

無回答

合計  

 

 

 

問５ 家族構成 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

単身（ひとり） 35 8.4 17 8.4 18 8.5

１世代（夫婦のみ） 101 24.3 53 26.1 48 22.5

２世代（親と子） 158 38.0 78 38.4 80 37.6

３世代（親と子と孫） 112 26.9 51 25.1 61 28.6

その他 6 1.4 3 1.5 3 1.4

無回答 4 1.0 1 0.5 3 1.4

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

区分
総計

性別

男性 女性
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問６ 婚姻状況 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

既婚 314 75.5 154 75.9 160 75.1

結婚していたが死別・離婚 47 11.3 17 8.4 30 14.1

未婚 53 12.7 32 15.8 21 9.9

無回答 2 0.5 0 0.0 2 0.9

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

区分
総計

性別

男性 女性

 

 

(1)１8 歳以下の子どもの有無

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

いる 101 29.7 54 32.9 47 26.7

いない 238 70.0 110 67.1 128 72.7

無回答 1 0.3 0 0.0 1 0.6

合計 340 100.0 164 100.0 176 100.0

区分
総計

性別

男性 女性

 
 

(2)配偶者の職業  ※既婚の方のみ 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

70 22.3 14 9.1 56 35.0

30 9.6 20 13.0 10 6.3

105 33.4 58 37.7 47 29.4

常勤 47 44.8 13 22.4 34 72.3

パート、アルバイト 55 52.4 44 75.9 11 23.4

内職 3 2.9 1 1.7 2 4.3

88 28.0 49 31.8 39 24.4

無回答 21 6.7 13 8.4 8 5.0

314 100.0 154 100.0 160 100.0合計

自営業

家族従事者

勤め

無職

区分
総計

性別

男性 女性
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２．男女共同参画について 

問７ 「男女共同参画」という言葉を知っていましたか。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

はい 177 42.5 92 45.3 85 39.9

いいえ 229 55.0 107 52.7 122 57.3

無回答 10 2.4 4 2.0 6 2.8

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

総計
性別

男性 女性区分

 

 

 

 

問８ 「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。 

 

 
 
 
問９ 現在の婚姻状況にかかわらず、配偶者の就業状況について、望むのは次のどれですか。 

 

 

 

3.8  

7.4  

5.5  

25.4  

34.0  

29.6  

37.6  

24.6  

31.3  

17.4  

14.8  

16.1  

16.0  

19.2  

17.5  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性  

男性  

総計  

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない・無回答 

11.3  

2.5  

7.0  

3.8  

30.0  

16.6  

74.2  

58.6  

66.6  

10.8  

8.9  

9.9  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性  

男性  

総計  

仕事重視 家庭重視 仕事・家庭の両立 わからない・無回答 
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問１０ 恋人、配偶者、パートナーなどから暴力や精神的な嫌がらせ（ＤＶ）を受けたことがありますか。 

※上記のことを「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と言います。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

ある 23 5.5 5 2.5 18 8.5

ない 365 87.7 186 91.6 179 84.0

わからない 14 3.4 5 2.5 9 4.2

その他・無回答 14 3.4 7 3.4 7 3.3

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

総計
性別

男性 女性区分

 

 

 

問１１ 次の役割において男女のどちらかが担うとよいと思いますか。（理想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3  

17.1  

1.0  

0.5  

0.3  

72.5  

1.2  

4.8  

12.7  

30.8  

81.8  

8.0  

35.6  

65.9  

74.8  

61.8  

14.3  

17.5  

7.9  

12.3  

11.5  

7.5  

3.5  

2.1  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

(6)最終的な 
 決定権 

(5)地域活動 

(4)高齢者の 
  介護 

(3)子育て  

(2)家事  

(1)生活費の 
  確保 

主として男性 主として女性 共同して分担 わからない・その他・無回答 
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問１２ 次の役割において男女のどちらかが担っていますか。（現実）※配偶者がいる方のみ  

 

 

 

問１３ 現代社会において、次の各分野で男女の地位に差があると思いますか。 

 

 

 

62.7  

31.1  

1.7  

1.1  

0.2  

61.0  

5.4  

22.3  

42.0  

56.5  

63.0  

8.8  

24.5  

39.4  

35.3  

42.4  

32.7  

25.2  

7.3  

7.3  

21.0  

4.1  

5.0  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

(6)最終的な 
 決定権 

(5)地域活動 

(4)高齢者の 
  介護 

(3)子育て   

(2)家事  

(1)生活費の 
  確保 

主として男性 主として女性 共同して分担 わからない・その他・無回答 

19.2  

11.1  

22.6  

15.4  

28.6  

3.1  

12.5  

41.8  

28.4  

37.3  

26.7  

40.6  

10.6  

35.6  

17.5  

30.8  

18.3  

27.6  

12.3  

53.6  

32.5  

1.7  

4.3  

2.4  

4.3  

7.5  

5.3  

0.5  

0.2  

1.4  

0.2  

0.7  

0.2  

19.7  

25.0  

19.2  

24.5  

17.8  

24.5  

13.9  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

(7)就業・雇用    

(6)地域活動  

(5)社会観念 
  しきたり    

(4)法律や制度  

(3)政治や 
         経済分野  

(2)学校教育の場 

(1)家庭生活  

男性が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている 
差はない どちらかといえば女性の方が優遇されている 
女性が優遇されている わからない・無回答 

(N) 

314 

 

314 

 

 92 

 

119 

 

193 

 

314 

(N) 

416 

 

416 

 

416 

 

416 

 

416 

 

416 

 

416 
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問１４ 女性が担う傾向にある子育て、家事、高齢者の介護に男性が参加することについ 

て、どうお考えですか。 

 

 

 

問１５ 男性が担う傾向にある仕事、地域活動に女性が参加することについて、どうお考えですか。 

  

45.5  

28.1  

37.0  

50.7  

64.0  

57.2  

1.0  

0.5  

1.9  

2.5  

2.2  

1.9  

4.4  

3.1  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性 

男性 

全体 

是非必要 ある程度必要 あまり必要でない 
全く必要でない どちらとも言えない わからない・無回答 

16.4  

19.7  

18.0  

63.8  

70.0  

66.8  

7.0  

3.4  

5.3  

0.5  
5.6  

3.4  

4.6  

6.6  

3.4  

5.0  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性 

男性 

全体 

是非必要 ある程度必要 あまり必要でない 
全く必要でない どちらとも言えない わからない・無回答 
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問１６ 今後、男女ともに家事、子育て、高齢者の介護、仕事、地域活動への積極的な参 

加を促していくためには、次のどのようなことが必要あるいは重要になると思い 

ますか。 

    あなたの意見にもっとも近いものを２つまで選んでください。 

 

 

 

6 

1 

7 

5 

16 

38 

49 

80 

41 

102 

60 

6 

0 

6 

9 

18 

47 

49 

50 

56 

76 

60 

12 

1 

13 

14 

34 

85 

98 

130 

97 

178 

120 

無回答 

その他 

わからない 

今のままでよい 

知識を身につけるための 
研修や講座の充実 

社会制度の改革 

子どものころからの教育 

福祉サービス(保育所,学童, 
介護施設など)の充実 

労働環境の改善 

家族間での 
コミュニケーション 

意識改革 

全体 男性 女性 
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問１７ 女性が職業（農業・漁業・自営業等の家族従事者を含む）をもつことについて、 

どうお考えですか。 

    あなたの意見にもっとも近いものを１つ選んでください。 

 

 

 

問１８ 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っていましたか。 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

はい 125 30.0 66 32.5 59 27.7

いいえ 272 65.4 128 63.1 144 67.6

無回答 19 4.6 9 4.4 10 4.7

合計 416 100.0 203 100.0 213 100.0

総計
性別

男性 女性区分

 

 

 

問１９ 仕事と仕事以外の生活のバランスについて、あなたの希望に近いものはどれですか。 

 

5.6  

5.4  

5.5  

5.2  

8.4  

6.7  

32.4  

29.6  

31.0  

47.9  

39.4  

43.8  

1.0  

0.5  

3.8  

9.9  

6.7  

5.2  

6.4  

5.8  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性 

男性 

全体 

結婚するまでは、職業をもつ方がよい 
子どもができるまでは、職業をもつ方がよい 
子どもができても、ずっと職業をもち続ける方がよい 
子どもができたら退職し、大きくなったら再び就職する方がよい 
女性は、職業をもたない方がよい 
わからない 
その他・無回答 

12.2  

28.6  

20.2  

27.7  

29.1  

28.4  

51.6  

35.0  

43.5  

8.5  

7.4  

7.9  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性     

男性  

総計  

仕事を優先したい 仕事以外の生活を優先したい どちらとも言えない その他・無回答 

(N) 

416 

 

203 

 

213 
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問２０ あなたは、現在仕事と仕事以外の生活のバランスがとれていますか。 

    ※仕事をしている方のみ 

 

 

 

仕事をしている理由は何ですか。 あなたの意見にもっとも近いものを 1 つ選んでください。 

 

 

 

55.4  

53.7  

54.5  

25.7  

37.0  

31.6  

8.8  

3.7  

6.1  

10.1  

5.6  

7.7  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性    

男性  

総計  

とれている 仕事に偏っている 仕事以外の生活に偏っている その他・無回答 

68.9  

79.0  

74.2  

14.9  

11.7  

13.2  

5.4  

1.2  

3.2  

2.0  

2.5  

2.3  

8.8  

5.6  

7.1  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

女性  

男性  

総計  

生活の確保 生きがい、楽しみ 自分の成長 社会貢献 その他・無回答 
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